
　川崎市が指定権限をもつ障害者施設で、不
正行為や入所者への経済虐待事件が続発し
ています。 
　事件が発覚するたびに、川崎市の監査体制
の強化を求めてきましたが、充分な改善が図
られてきませんでした。 
　一方で、グループホーム運営などに、福祉の
経験や知識のない事業者の新規参入が増加
する傾向も強く、川崎市の「監査の体制強化」
と不正発覚時の「速やかな処分体制」の確立
が緊急の課題です。 

　2023年9月に、障害者向けグループホーム（以下ＧＨ）
を全国120か所で運営する福祉事業会社「恵」が、利
用者から食材費を過大徴収していたことが大きく報道
されました。
　川崎市にも同社のＧＨがあり、事故報告書の未提出
や元管理者についての苦情が相次いだことから、2022
年5月から独自の実地指導、監査を行ったところ、過大
徴収の事実が明るみに出ました。
　法人本部の指示で、実費徴収していた一日当たり一
人800円の食材費を250円程度しか充当せず、あとは本
部に内部留保していたのです。
　これは、障害者虐待防止法で定める「経済的虐待」に
該当します。川崎市は、2023年1月に利用者および保護
者に説明するとともに、22人分の徴収金額435万円な
どを返金させました。
　ところが川崎市は、この「虐待事件」について、事業
会社の処分を行うどころか、新聞報道がされるまでこれ
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　川崎市は「国税」「県税」の両方の還
元が薄い自治体です。

　つまり川崎市民は、税負担に対する恩恵を感じにく
い「受益と負担のねじれ」の症状が象徴的な自治体と
言えるのです。

川崎市は「特別市」の実現をめざせ
  　そもそも「政令指定都市制度」は、警察行政を除く

ほとんどの県の役割を担うことで、効率的な行政運営
を行うことを目的とする制度です。 
　そこで本来ならば、川崎市が県の区域外となること
で、現行の市域から徴収されている県税を市の独自財
源とすることが求められるはずです。それによって、市
民サービスの量と質の向上を図り「受益と負担のねじ
れ」の解消を目指す取組が「特別市」制度です。

「小児医療費助成」等の補助格差の解消を実現
 
　これまで「特別市」の実現に向けて、まず、県の事
業（県の負担部分）による政令市と一般市の補助率
の格差の解消を目指してきました。この見直しが本年
4月から実現し、一般市と同等の補助率にできました。

　川崎市民は、県民として他市町村と同樣の租税負
担をしているにもかかわらず、補助率の格差があるこ
とで「租税負担の公平性」が大きく損なわれてきたの
です。

合計6億9000万円の内訳
  

・小児医療費助成 1/4から1/3へ（2億8900万円）
・ひとり親家庭等医療費助成 1/3から1/2へ（7300万円）
・重度障害者医療費給付補助 1/3から1/2へ（3億1700万円）
・外国籍県民高齢者・障害者等福祉給付金助成
 補助なしから1/2へ（100万円）
・沿道建築物耐震化支援事業費 1/9から1/6へ（1000万円）

　これまで県は、「受益と負担のねじれ」の改善を頑な
に拒んできたのですが、県内の3政令市が「特別市」の
動きを強めることで、もはや看過できなくなりました。
　これからも「納税することにより、自分たちの生活環
境が良くなった」と実感のできる、税金の還元のあり方
を追求していきます。

らの経過を隠ぺいしていたのです。もちろん議会への報
告もありませんでした。
　その後、同施設の入居者22人分の「支援計画」が本
人の同意を得ないままねつ造され、市からの報酬の「不
正受給」の実態も明らかになりました。
　事件の悪質性に鑑みて、国が障害者総合支援法に基
づく特別監査を実施し、12月に改善勧告を行いました。

　2018年1月に南部地域療育センターにおいて、既に死
亡した児童発達支援管理責任者の印鑑を第三者が使用
して不正請求をしていた事件があり、これを機会に市の監
査体制の強化を求めてきました。
　そして特に経験の浅い、開所から間もない事業所を優
先して実地指導を行うとの回答も得ていました。
　しかし市は、4人監査の人員を増やしましたが、1500か所
を超える全事業所を単年度で立ち入ることは難しいため、
改めて通知の発出、既存の自己点検シートの活用や年１回、
全事業所を対象に実施する集団指導時において注意喚起
を行うなどにとどまり、抜本的に改善を図る手立てはないの
が現状なのです。

　今まで、障害者施設の運営は、事業者の「性善説」に依
存してきました。ところが、福祉の経験や知識のない事業
者の新規参入が増加する傾向も強く、さらに、事業の指定
権限をもつ自治体の監査体制の脆弱さに付け込んで「経
済的虐待」や「不正受給」をたくらむ事業者が散見される
悲しい現実があります。
　そこでまず、指定権者に当たる川崎市の権限を十分に
行使し、不正行為を未然に防ぐ確固たる姿勢を事業者へ
示すことが肝要と考えます。行政処分にかかわる「違反事

項の判断評価」をより厳しく見直すことを検討し、その上で、
不正行為の内容によっては、悪質な法人を積極的に排除
する選択肢も不可欠と考えます。
　ところが、事業所に対する処分については、介護保険制
度のように国からの統一的な基準がないため、障害者施
設については、川崎市として「積極的に処分を下す」ことは
はばかられ、「他の自治体の処分基準等について情報収
集を行う」と称して、時間を浪費する傾向が強いのです。現
に、いまだに福祉事業会社「恵」に処分は出されていない
のが実態です。 
　川崎市独自の「処分量定の考え方」の整理および国に
も障害者施設事業者への「処分の統一的な基準」の策定
を求めて
います。

　この問題を調査する中で、大きな問題点を発見しました。 
　今までは、障害者の入所施設などの需要を満たすため
の「定員数」の絶対量が不足していたことから、違法行為
を行った事業者であっても、あえて「処分の量定」を軽く扱
う慣例があることです。
　障害者入所施設の「サービス内容」よりも、「入所定員枠」
を優先してきた実態があるという事実に衝撃を受けました。
　これまでの数々の不法行為や虐待行為を行った事業
者が引き続き、グループホームの運営や療育センターの指
定管理事業を行っていることの疑問がわき上がりました。
「処分の量定」を見直す議論を障害担当部署と行う中で、
違反内容を点数化して、その合計点で処分の量定を決定
する「判断指標」があります。その点数化の過程で、事業者
の減点を救済する項目が3点用意されているのです。
　例えば、「利用者保護」の名目で「代替サービス確保の
見込が立たない場合」は減点が救済されます。これは、入
所定員枠を維持するためには、利用者のサービスの実態
は無視する、とも理解できる痛恨事です。 この「違反事項
の判断指標」の見直しと改善が、真に障害者の視点に立
った障害者施設運営の見直しへの契機になると認識し、
解決に取り組んでいくしかありません。

（2024年3月末現在）
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●鷺沼駅からバスの場合●
「中有馬」バス停下車
駅前 3番・4番乗り場
（市営バス・東急バス）
小杉、新城方面 3つ目
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食材費をピンハネして
            十分な食事を提供せず
食材費をピンハネして
            十分な食事を提供せず

小児医療費（助成事業）補助金スキーム

指導、監査の改善強化を求めてきたが指導、監査の改善強化を求めてきたが

「一罰百戒」の処分裁定の体制を「一罰百戒」の処分裁定の体制を

障害者施設を運営する
      法人にも、厳正なチェックを
障害者施設を運営する
      法人にも、厳正なチェックを

市域から徴収された国・県税収額に対する還元率

※2020年度の国税の還元率が大きいのは、個人あたり10万円給付による例外。

中有馬
交差点

おだかつひさPRESS　第51号（2）

障害者が｢親なきあと｣にも､
安心して暮らせるグループホームを

監査、処分がいずれも不十分 川崎市は「厳正処分の執行体制」の整備を

「受益と負担のねじれ」を解消すれば、
もっと豊かな市民生活を実現できる。

まず、県から税金を取り戻すことから。本年は、6億9000万円取り戻しました。

(川崎市財政局提供資料より作成）

　総務省の「住宅・土地統計調査」によると、全国の

空き家数は848万9000戸にもなります。7戸に１戸

は空き家との計算です。川崎市では、10戸に1戸程

度ですが、増加傾向にあります。さらに野村総研によ

ると、2033年には３戸に１戸が空き家になるとの推

計値を出しています。

最近、宮前区から「空き家」についての相談をいただ

くことが多くなりました。2022年3月に「第2期川崎

市空家等対策計画」が策定されたタイミングと合わ

せて川崎市の「空き家」問題と対策を考えてみたいと

思います。併せて、読者の皆さんにも「我が家の終

活」の議論をご家庭でお願いしたいと思います。

　　川崎市の空き家対策は、戸建てで、「その他の

住宅」と分類される「長期にわたって不在の空き家」

が対象です(「別荘などの二次的住宅」「賃貸用また

は売却用の住宅」を除きます)。市内で5,200戸あり

ます。

空き家の所有者アンケートによると

・建築時期が耐震基準を満たさない、1980年以前に

建てられた空き家が７割以上。

・空き家になってからの期間が5年以上の物件が全

体の６割以上。うち10年以上が３割を超える。

・空き家所有者の年齢は65歳以上が６割以上と高

齢化が進んでいる。

・空き家になった理由は「相続したが、他に自分の家

があるため」が約27％と一番多い。

・空き家の利用についても「どんな用途にも利用して

いない」が約35％で最大。

　などの特徴が見られます。

　以上から、

・空き家の多くは、親が持ち家から介護施設に入居

したり、相続後の実家を子が当面放置することから

始まる。

・高齢者のみの住み家は、空き家予備軍ととらえ、こ

れ以上空き家を増やさない取り組みに力を入れるべ

き時期である。

・老朽化する前に空き家の積極的な利用･活用を図る

ことが重要である。

　などの課題が読み取れます。

　ちなみに、宮前区内の「その他の住宅」は「腐朽・

破損あり空き家」の割合が86.3％と川崎区に次いで

多くなっています。空き家状態が長期にわたっている

ことがうかがえます。
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（部分）県の補助率が1/4から1/3に改善することで2億8900万円増


